
 

「小さな拠点づくり」モデル地区推進事業 実施要綱 

 

制  定：令和２年３月17日付けしま暮第556号 

一部改正：令和３年２月９日付け中離振第228号 

一部改正：令和３年３月26日付け中離振第277号 

 

第１．事業の趣旨・目的 

「小さな拠点づくり」モデル地区推進事業(以下、「モデル地区推進事業」という。)を実

施し、複数の公民館エリアでの協働による生活機能の確保に重点を置いた「小さな拠点づ

くり」に向けた取組を推進する市町村を県が重点的に支援することで、住み続けられる中

山間地域の実現を目指した地域運営の仕組みづくり(「小さな拠点づくり」)の取組を加速

化させ、県民の目に見える形にし、他地区への波及を目指す。 

 

第２．用語の定義 

  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 中山間地域 島根県中山間地域活性化基本条例（平成11年島根県条例第24号）第２

条に規定する中山間地域をいう。 

⑵ 生活機能の確保 買い物(商店、移動販売)、金融(店舗、固定ATM、移動ATM)、燃油

入手(ガソリン、軽油、灯油、混合油)、医療・介護・福祉(病院、診療所、訪問診療・

看護、介護)、防災(組織づくり、避難場所の確保)、冬期や病後などの一時的な居住、

生活支援(除草、除雪など)、住宅などの紹介提供（空き屋バンクなど）、生活交通など、

日常生活を営む上で必要なサービスが利用できる環境を、承継、再開、新設、誘致、

導入や地域外のサービスへのアクセス方法の整備などにより確保することをいう。 

⑶ モデル地区 原則、複数の公民館エリアで協働して生活機能の確保に取り組む地区

で、県が選定した地区をいう。 

⑷ 過疎対策事業債 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第14条第１項及

び第２項に規定する事業の実施のために特別に認められる地方債をいう。 

⑸ ハード事業 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第14条第１項に規定

する施設・設備を整備するために市町村が実施する事業をいう。 

⑹ ソフト事業 前号に規定する事業以外で市町村が実施する事業をいう。 

 

第３．支援対象者 

  モデル地区が所在する市町村とする。 

 

第４．事業の内容等 

モデル地区推進事業においては、次の各号に定めるとおり支援を行うものとし、支援の



 

対象となる事業（以下「支援対象事業」という。）を行う市町村に対して補助金等交付規則

（昭和32年島根県規則第32号）、この要綱及び別に定めるところにより予算の範囲内で補助

金を交付する。 

  ⑴ 事業の内容 

    モデル地区が取り組む生活機能の確保に向けた取組を推進する市町村を支援する。 

  ⑵ 支援対象事業 

    モデル地区における生活機能の確保のため、市町村が実施する事業とする。 

  ⑶ 支援の内容 

支援対象事業に要する経費の一部を交付する。支援対象経費は別表のとおりとし、

対象事業費の上限額は１地区あたり、令和２年度から令和６年度の間で150,000千円

(ハード事業100,000千円、ソフト事業50,000千円の範囲内)とする。 

なお、過疎対策事業債を充当しない場合、国、県その他の団体から補助金等の交付

を受ける事業は支援対象事業としない。 

 

第５．事業計画の提出 

 本要綱に基づく支援を受けようとする市町村は、様式第１号による支援対象事業に係る

事業計画書(以下「事業計画書」という。)を知事に提出するものとする。 

 

第６．支援対象事業の認定 

 知事は、第５の規定により事業計画書の提出のあった支援対象事業について、事業内容

を審査の上、適当と認めるものについて認定し、その結果を当該市町村へ通知するものと

する。 

 

第７．事業明細書等の提出 

  第６の規定により認定をうけた市町村（以下「認定市町村」という。）は、別に定める事

業明細書及び事業費積算表について、事業を実施する年度ごとに作成し、当該年度の事業

着手までに、知事に提出するものとする。 

 

第８．事業計画の変更等 

⑴ 認定市町村は、認定を受けた支援対象事業（以下「認定支援対象事業」という。）に

ついて、次のいずれかに該当する場合には、様式第２号による変更認定申請書を提出

し、知事による変更の認定（以下「変更認定」という。）を受けるものとする。 

①認定支援対象事業に要する経費を増額するとき。 

②認定支援対象事業に要する経費を２割以上減額するとき。 

③認定支援対象事業の目的の達成に影響を与える変更をするとき。 

④認定支援対象事業を中止し、又は廃止するとき。 

⑤その他認定支援対象事業について重要な変更をするとき。 

⑵ 変更認定の手続きについては、第５の規定を準用する。 



 

 

第９．事業実績報告 

⑴ 認定市町村は、事業を実施する年度の認定支援対象事業が完了したときは、その日

から起算して30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、様式第

３号による実績報告書を知事に提出しなければならない。 

⑵ 認定市町村は、知事が指示したときは、様式第４号により、支援対象事業の実施状

況を報告しなければならない。 

⑶ 認定市町村は、認定支援対象事業が完了しない場合においても、第６の規定による

認定をうけた日の属する年度の末日までに実績報告書を提出しなければならない。 

 

第10．事業期間 

 令和２年４月１日から令和７年３月３１日までとする。 

 

第11．その他 

 この要綱に定めるもののほか、モデル地区推進事業の実施に関し必要な事項は、別に定

める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年２月９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 



 

別表（第４の⑶関係） 

支援対象経費 

支援対象事業に要する経費のうち、次の経費を除外した経費とする。 

なお、市町村から地域運営組織などに補助、委託する場合においても、次の経費は対象

経費として認められない。 

・食糧費（ただし、事業に不可欠と認められるものを除く。） 

・市町村からの補助先、委託先の組織又は施設の管理運営などに要する経常的な経費 

・従前から実施している事業に係る経費 

・出資、出捐又は貸付に要する経費 

・用地取得又は補償に要する経費 

・事務費（ただし、事業実施に必要と認められるものを除く。） 

・仕入経費等 

・公租公課 

・その他、不適当と認める経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号(第５関係) 

文 書 番 号 

  年 月 日 

 

  

 島根県知事      様 

 

 

○○市（町、村）長  

 

 

  「小さな拠点づくり」モデル地区推進事業 事業計画書 

 

 「小さな拠点づくり」モデル地区推進事業実施要綱第５の規定に基づき、下記のとおり、

関係書類を添えて提出します。 

記 

 

  １．モデル地区を構成する地区名 

 

 

 

  ２．事業内容     別添 事業概要書のとおり 

○○市（町、村）交付（補助）金交付要綱 

              ※各種団体等に対して補助金の交付する場合 

その他 

 

 



 

様式第２号(第８関係) 

文 書 番 号 

      年  月  日 

 

 

 島根県知事         様 

 

 

市 町 村 長 

 

 

  年度「小さな拠点づくり」モデル地区推進事業変更認定申請書 

 

 令和   年  月  日付け   第   号で認定通知のあったこの事業について、

同事業実施要綱第８の規定により下記のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

 １ 当初認定額               金○○○，○○○円 

 ２ 変更後認定額              金○○○，○○○円 

３ 差引変更額               金○○○，○○○円 

４ 変更の理由 

 

＜添付書類＞ 

 ・事業計画書の新旧対照表 



 

様式第３号（第９関係） 

文 書 番 号  
 年 月 日 

 

 

 島根県知事      様 

 
市 町 村 長  

 

 

  年度「小さな拠点づくり」モデル地区推進事業実績報告書 

 
 令和  年  月  日付け  第   号で認定通知のあった事業について、下記のと

おり事業を実施したので、同事業実施要綱第９の規定に基づき、その実績を報告します。 
 

記 

 

 １．事業内容及び事業の成果 

 
 
 ２．認定支援対象事業に要した経費の配分 

                                                                （単位：円） 

 

事 業 費 

(a)+(b)+(c) 

 その他 

支出金 

(c) 
補助対象経費 

(a)+(b) 
県 補 助 金 

(a) 
市 町 村 支 出 金

 (b) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．認定支援対象事業の完了期日    令和  年  月  日 
 

 ４．収支決算 
                                                        （単位：円） 

区     分 金 額 備  考 

 

収  入 

 

 

 

 

 

 

 

計   

 

支  出 
 

 

 

 

 

 

 

計   

 

添付書類   

⑴ 別添事業成果報告書・事業費収支決算内訳表 
⑵ 支出及び事業の完了を証する書類 

       ・ハード事業……… 契約書（写）、竣工検査調書（写）、出来高設計書、関係              

図面、竣工写真等 

・ソフト事業 ……… 契約書（写）、履行検査調書（写）、成果品、活動写真等 

  ⑶ 間接補助事業については、市町村長に対する実績報告書（写） 

 ⑷ その他参考資料 

 

 

 



 

様式第４号（第９関係） 

文 書 番 号  

 年 月 日 

 

 島根県知事      様 

 

 

市 町 村 長  

 

 

  年度「小さな拠点づくり」モデル地区推進事業実施状況報告書 

 

 令和  年  月  日付け  第   号で認定通知のあったこの事業について、同事

業実施要綱第９の規定により、その実施状況を下記のとおり報告します。 

記 

 

 １．事業の遂行状況 

                                         （  年  月  日現在） 

計 画 遂行状況 進捗率 
完了予定 

年月日 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３．経費（事業費）の執行状況 

                                        （  年  月  日現在） 
 

計 画 額 
 

 

執行済額 
 

 

出来高 
 

 

今後執行予定額 
 

 

備 考 
 

円 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


